
　９月１日に能代市・三種町・八峰町で、令和６年度秋田県総合防災訓練が実施されました。この訓練
は、災害対策基本法第48条ならびに地域防災計画に基づき、防災関係機関との連携により災害発生時の
応急対応について実践的に訓練し、対応力を向上するとともに、防災知識の普及および防災意識の高揚
を図ることを目的としています。
　この日は、大雨による河川氾濫、土砂崩れ等のほか、能代断層帯を震源とするＭ7.1の地震に伴い、能
代山本沿岸地域の道路が寸断され孤立地域が発生し、被災住民が取り残されたという想定で訓練が行わ
れました。八峰町では峰栄館、田中ミニ公園を会場に、自衛隊のヘリコプターによる緊急傷病者搬送と
孤立地域への救援物資の輸送訓練を実施しました。訓練には消防などの関係機関や地域住民約95名が参
加し、有事に備えて防災意識を高めました。

令和６年度 秋田県総合防災訓練秋田県総合防災訓練
令和６年１０月より、戸籍・住民票等の窓口延長サービスの内容が、
「定期開催」から「随時開催」に変わります。

業務項目

戸籍、住民票、印鑑登録証明書の発行

印鑑登録

マイナンバーカード申請・交付

第１・第３ 火曜日
午
後 ５時15分～午

後 ７時
事前予約制

午
後 ５時15分以降も対応可

※ 希望される場合は、希望する日時の前日（開庁日）午前８時30分～午後５時
　 15分までにご連絡ください。
　 不明な点は、役場 町民サービス係 にご相談ください。

移動行政相談所の設置について
　総務省では、行政相談制度について広く国民に理解され
利用していただけるよう、９月および１０月の２か月間を
行政相談月間として定めています。
　つきましては下記の日程で、移動行政相談所を設けます。予約不要で相談は無料ででき
ますので、困りごとなどある方は、ぜひご利用ください。

■問合せ先　総務課　☎76－4601

■問合せ先　　防災町民課 町民サービス係　☎76－4614

毎月

役場の延長窓口が変わります

日時：10月21日（月）
　　　午前９時30分～ 11時30分
場所：塙地区多目的集会施設

日時：10月15日（火）
　　　午前９時30分～ 11時30分
場所：岩館地区防災コミュニティセンター

峰浜地区八森地区

平日毎日
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